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「緊急人材育成・就職支援基金」による
　　　　　 実習型雇用支援事業を開始
　　　国では、厳しい雇用失業情勢の中、平成２１年度補正予算により、非正規離職者等に対
　　する新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会に造成した「緊急人材育成・就
　　職支援基金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者をハローワークにお
　　けるマッチング（職業紹介）を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後正規採用へと
　　つなげる事業主に対して助成を行う「実習型雇用支援事業」を７月１０日から開始しまし
　　た。

＜ 実習型雇用支援事業の概要 ＞

· 趣　旨
厳しい雇用失業情勢の中、新規成長・雇
　用吸収分野等において、非正規離職者など
　十分な技能・経験を有しない求職者を、実
　習型雇用により受け入れる中小企業等に対
　して、実習型雇用及びその後の正規雇用と
　しての雇い入れ等について支援を実施し、
　求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材
　確保を促進するもの。
· 実習型雇用の概要
１．実習型雇用とは
　　原則として６カ月間の雇用契約を結び、
　その期間を実習型雇用期間とし、ハローワ

　ーク及び(財)産業雇用安定センターの確認
　を受けた実習計画書に基づいて、技能及び
　経験を有する指導者のもとで指導を受けな
　がら実習やザ額などを通じて必要な技能や
　知識を身につけ、その後の正規雇用へとつ
　なげるもの。
　　実習型雇用やその後の正規雇用による雇
　入れ等に対しては、助成金が支給されます。
２．事業の対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主の方が対

　象になります。
　⋄ハローワークにおいて実習型雇用として
　　受け入れるための求人登録をしている事

　　業主
　⋄受け入れる求職者を実習型雇用終了後に
　　正規雇用として雇い入れることを前提と
　　している事業主
　　なお、企業規模や業種などの要件はあり
　ません。
３．対象となる求職者
　　次のいずれにも該当する求職者
　⋄ハローワークに求職登録をした求職者で
　　希望する求人の分野において十分な技能
　　・経験を有しない求職者であると認めら
　
　れる者
　⋄ハローワークにおいてキャリアコンサル

　　ティングを行った結果、再就職に向け実

　　習型雇用を経ることが適当であると認め
　　られる者
　⋄過去一定期間、当該事業主に雇われてい
　　たことがない者
　⋄すでに職業紹介以前から当該事業主との
　　間で雇用予約がなされていない者
４．対象者の選定、マッチング
実習型雇用に係るマッチング（職業紹介）
　はハローワークが行う。
５．実施規模
平成２１年度から２３年度までの３年間

　で７万人を予定
６．実習型雇用の流れ
(１)　ハローワークでの職業紹介
　　　ハローワークに実習型雇用の求人登録

をしていただき、ハローワークによるマ
　　ッチングを行います。マッチングが成立
　　すれば実習型雇用のために原則６カ月の
　　有期雇用契約を締結します。
(２)　実習計画書の策定及び提出
　　　実習型雇用の期間に行う実習内容等に
　　ついて記載した実習計画書を作成し、労

　　働局・(財)産業雇用安定センターに提出
　　します。
(３)　実習、座学等の実施
　　　技能及び経験を有する指導者のもとで
　　実習、座学等を実施します。
(４)　実習型雇用終了
　　　終了後、実習型雇用助成金について支
　　給申請を労働局・(財)産業雇用安定セン
　　ターに行います。
(５)　正規雇用
　　　６カ月定着後に正規雇用奨励金（５０
　　万円）について支給申請し、さらに６カ
　　月定着後５０万円の支給申請をします。
· 正規雇用後に教育訓練を実施する場合
　⋄教育訓練計画の策定及び提出
　　　訓練内容等を記載した教育訓練計画を
　　作成し、(財)産業雇用安定センターに提
　　出します
　⋄教育訓練期間終了
　　　終了後、教育訓練助成金について支給
　　申請を(財)産業雇用安定センターに提出

　　します
７．助成金の支給内容
(１)　実習型雇用助成金
　　　実習型雇用により求職者を受け入れた
　　場合　→　月額１０万円
(２)　正規雇用奨励金
　　　実習型雇用終了後に正規雇用として雇
　　い入れた場合　→　１００万円
　　　正規雇用後６カ月の定着と、さらにそ
　　の後６カ月の定着を要件にそれぞれ５０
　　万円ずつ２回に分けて支給されます。
(３)　教育訓練助成金
　　　正規雇用後さらに定着のために必要な
　　教育訓練を行う場合　→　上限５０万円
· 詳細については、富山労働局（℡ 076-
  432-2727）までお問い合わせください。
	元気いっぱいのファーストバンクです。
新オートローン・新型住宅ローン

               富山第一銀行


	最近の経済情勢について


平成２１年７月１０日
富山県商工労働部商工企画課
１．全国の動き

　6月17日発表の月例経済報告等によると、
わが国経済の最近の動向は、個人消費は弱い

動きとなっているものの、一部に下げ止まり

の兆しもみられる。住宅建設及び設備投資は
大幅に減少している。公共投資は平成20年度

補正予算の効果もあって底堅い動きとなって

いる。輸出は持ち直しの動きがみられ、輸入
は緩やかに減少している。生産は持ち直して

いる。企業収益は極めて大幅に減少している。
また、企業の業況判断は大幅に悪化している。
倒産件数はおおむね横ばいとなっている。雇
用情勢は急速に悪化しており厳しい状況にあ

る。物価の動向は、国内企業物価は緩やかに

下落し、消費者物価は緩やかに下落している。

　金融情勢をみると、株価(日経平均株価) は

9,300円台から10,100円台まで上昇した後、

10,000円台で推移。短期金利は無担保コール
レートは0.1％付近で推移し、長期金利は
1.5％付近で推移している。
　先行きについては、当面、雇用情勢が悪化

する中で厳しい状況が続くものの、対外経済

環境における改善の動きや在庫調整圧力の低

下、経済対策の効果が景気を下支えすること

が期待される。一方、雇用情勢の一層の悪化

が懸念され、加えて、世界的な金融危機の影

響景気の下振れ懸念など、景気を下押しする

リスクの存在に留意する必要がある。
　政府は、当面、景気対策を最優先で進める

ため、「経済危機対策」等を着実に実行する。

日本銀行が内外の厳しい金融情勢の下、政
府とマクロ経済運営に関する基本的視点を共
有し、適切かつ機動的な金融政策により経済
を下支えすることを期待する。

２．富山県の動き

　本県経済をみると、個人消費は弱い動きと

なっているが一部に下げ止まりの兆しがみら

れる。住宅建設は低い水準で推移し、設備投
資は大幅に減少。公共投資はこのところ底堅

い動きとなっている。生産は持ち直しの動き

がみられる。雇用情勢は厳い状況にある。企

業倒産は負債総額が減少している。消費者物

価はおおむね横ばいとなっている。

以上のように、最近の本県の景気は依然厳

しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動

きがみられる。先行きについては、在庫調整

の進展を背景に生産面で下げ止まりの動きも

みられるが、世界景気の下振れ懸念や生産活

動が極めて低い水準あることなどに伴う雇用
情勢の動向等が県内経済に与える影響に留意
する必要がある。県としては、当面、社会資本の整備、金融対策などの中小企業支援、緊急雇用創出臨時特例基金を活用した雇用創出、バイオ、ロボット、新エネルギー等の新産業の創出に向けたチャレンジに取り組むこととしている。

	富山県の主な経済指標
	指　数　等
	前　月　比
	前年同月比

	大型小売店販売額（５月 速報）
	     9,782百万円　（全店ベース）　　
	　 ▲  6.3％

	新設住宅着工戸数（５月）
	　　 　429戸
	　 ▲  6.3％
	　 ▲ 25.6％

	鉱工業生産指数　（４月）
	　　　  72.6
	　    10.0％
	　▲ 28.3％

	鉱工業在庫指数　（４月）
	　　    91.6
	　 ▲  2.1％
	　 ▲  5.1％

	常用雇用指数　　（４月 全産業）
	　　　 110.1
	　     1.9％
	　     0.3％

	有効求人倍率　　（５月 季節調整値）
	　　　　 0.47倍
	       0.01ﾎﾟｲﾝﾄ
	　 ▲  0.49ﾎﾟｲﾝﾄ

	消費者物価指数　（５月 富山市）
	　　　  99.8
	　 ▲  0.1％
	　▲　1.4％


◇　地域資源・農商工連携セミナーの
　ご案内
　本会では、地域力拠点事業の一環として、
地域偽従地や観光・環境関連資源の活用、農
林水産業と商工業の連携による商品・新サービスの開発・市場化に取り組む中小企業者や
農林漁業者等の方がたを対象にセミナーを開催します。
　意外と知られていない制度のメリットや認定要件を本セミナーで「知り・深める」こと
で、ビジネスにつなげるための活用方法やノウハウを掴んでください。

☆開催日時　平成２１年７月２８日（火）
　　　　　　午後２時～４時
☆開催場所　富山流通会館
　　　　　　富山市問屋町１－３－１８
☆内　　容
　⋄地域資源　　14:05-15:00
　・事例発表（取組背景と活用メリット）
　　講　師　㈱能作
　　　　　　代表取締役　能作　克治　氏
　・地域資源の認定要件
　　講　師　中小企業基盤整備機構北陸支部
　　　　　　ＰＭ　川上　明彦　氏
　⋄農商工連携　　15:05-16:00
  ・事例発表（取組背景と活用メリット）

　　講　師　宇奈月ビール㈱
　　　　　　代表取締役　大橋　聡司　氏
　・農商工連携の認定要件
　　講　師　中小企業基盤整備機構北陸支部
　　　　　　ＰＭ　布目　大剛　氏

☆受 講 料　無料
※　申込みは本会まで、お問い合わせは本会調査連携推進グループ（担当：稲土）まで。
· 小水力発電進出支援事業のおしらせ
　県では、本県の地勢に適した小水力発電技術等の開発を加速させるため、県内の企業が

産学官と連携し、新たに小水力発電分野に参入しようとする取組み、技術開発について、

要する経費の補助を行います。

☆事業概要

　⋄事業化の構想検討や先行調査、研究

　⋄県の「小水力発電技術開発支援事業（技
　　術開発提案支援）」を活用した技術開発
　　や商品開発につながる研究　等
☆事業内容
　⋄助成対象者：県内企業
　⋄助成経費：謝金、旅費、事務庁費、資料　

　　　購入費、通信運搬費、調査費、消耗品
　⋄助成内容
　　・助成率：助成対象経費の1/2以内
　　・助成金額：２５０千円以内
　　・助成件数：２件程度
　⋄事業実施期間
　　　審査会で採択された後に、委託契約を締結。事業は委託契約後から平成２２年
　　２月まで
· お申込み、お問い合わせは、富山県商工企画課新産業科学技術班まで。
℡０７６－４４４－４４０１
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